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   知多北部広域連合基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護 

支援等事業者の登録に関する規則 

（平成１９年３月２日 規則第３号） 

改正 平成２７年 ３月３１日規則第５号 

改正 平成２７年１２月２４日規則第７号 

改正 平成２９年 ２月２７日規則第３号 

改正 平成３０年 ３月２３日規則第４号 

改正 平成３０年 ８月 １日規則第８号 

改正 平成３１年 ２月 １日規則第１号 

改正 令和 ３年 ３月３０日規則第５号 

 

 

 知多北部広域連合基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の

登録に関する規則（平成１２年知多北部広域連合規則第１号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第４２条第１項第２号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第５４条第１項

第２号に規定する基準該当介護予防サービス（以下「基準該当居宅サービス等」と

いう。）又は法第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援又は法第５

９条第１項第１号に規定する基準該当介護予防支援（以下「基準該当居宅介護支援

等」という。）を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるもの

とする。 

 （基準該当居宅サービス等事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給） 

第２条 知多北部広域連合（以下「広域連合」という。）は、広域連合が行う介護保

険の被保険者である法第４１条第１項に規定する居宅要介護被保険者又は法第５３

条第１項に規定する居宅要支援被保険者（以下「居宅要介護等被保険者」という。）

が、基準該当居宅サービス等の事業を行う者として広域連合長の登録を受けたもの

（以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。）から基準該当居宅サービス等

を受けた場合に、法第４２条第１項第２号に係る特例居宅介護サービス費又は法第
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５４条第１項第２号に係る特例介護予防サービス費（以下「特例居宅介護サービス

費等」という。）を支給する。 

２ 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第４

１条第４項各号又は第５３条第２項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定し

た費用の額（その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用（基準該当通

所介護（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１

年厚生省令第３７号。以下「居宅サービス基準省令」という。）第１０６条第１項

に規定する基準該当通所介護をいう。）に要した費用については介護保険法施行規

則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）第６１条第１号イ

からハまで又は第８４条第１号イからハまでに該当する経費、基準該当短期入所生

活介護（居宅サービス基準省令第１４０条の２に規定する基準該当短期入所生活介

護をいう。）又は基準該当介護予防短期入所生活介護（介護保険法施行規則等の一

部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号）附則第４条の規定によりなお

その効力を有することとされた同省令第５条の規定による改正前の指定介護予防サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。

以下「介護予防サービス基準省令」という。）第１７９条第１項に規定する基準該

当介護予防短期入所生活介護をいう。）に要した費用については施行規則第６１条

第２号イからニまで又は第８４条第２号イからニまでに該当する経費を除く。）の

額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。第

１２項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。）の１００分の９０

に相当する額とする。 

３ 第１項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行おうとする者（法人格を有

しない団体の代表者として当該事業を行おうとする場合にあっては、当該代表者）

の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の

種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所（以下「基準該当居宅サー

ビス等事業所」という。）ごとに行う。 

４ 広域連合長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等、特例居宅介護サービ

ス計画費等代理受領申出書（様式第１号）を提出している基準該当居宅サービス等
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事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法

第６６条第１項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保

険者が、当該基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けた

ときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が

支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サー

ビス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、

当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。 

⑴ 当該居宅要介護等被保険者が法第４６条第４項及び法第５８条第４項の規定に

より指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ広域

連合長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居

宅介護支援又は当該指定介護予防支援に係る居宅サービス計画又は介護予防サー

ビス計画（以下「居宅サービス計画等」という。）の対象となっているとき。 

⑵ 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあら

かじめ広域連合長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が

当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画等の対象となっているとき。 

⑶ 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅

サービス等の利用に係る計画をあらかじめ広域連合長に届け出ているとき。 

５ 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介

護サービス費等の支給があったものとみなす。 

６ 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの

提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保

険者に対し、領収証を交付しなければならない。 

７ 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保

険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及び

その他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個

別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 

８ 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、

法第４１条第４項各号又は第５３条第２項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居

宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関
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する基準（基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。）又は介護予防サ

ービス基準省令に規定する指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査を受

けるものとする。 

９ 広域連合は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に

関する事務を国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定

する国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）に委託する。 

１０ 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費

用の請求に関する省令（平成１２年厚生省令第２０号。以下「請求省令」という。）

の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。 

１１ 基準該当居宅サービス等事業者は、前項の請求に併せて、第４項に定める居宅

要介護等被保険者の委任を受けていることについて、介護保険特例居宅介護（介護

予防）サービス費等支給申請書（様式第２号）を広域連合長に提出するものとする。 

１２ 基準該当居宅サービス等事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等につ

いて、第４項の規定により、当該基準該当居宅サービス等の利用者たる居宅要介護

等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準

該当居宅サービス等を提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部

として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス等事業者

に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受ける

ものとする。 

１３ 第４９条の２第１項又は第５９条の２第１項の規定により、第１号被保険者で

あって介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第２

２条の２第１項又は第２９条の２第１項で定めるところにより算定した所得の額が、

それぞれ令第２２条の２第３項又は第２９条の２第２項で定める額以上であるもの

（次項に該当する者を除く。）においては、第２項の規定中「１００分の９０」と

あるのは、「１００分の８０」とする。ただし、令第２２条の２第４項各号及び令

第２９条の２第３項各号に規定する者については、適用しない。 

１４ 法第４９条の２第２項又は第５９条の２第２項の規定により、第１号被保険者
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であって令第２２条の２第５項又は第２９条の２第４項で定めるところにより算定

した所得の額が、それぞれ前項で定める額を超える令第２２条の２第６項又は第２

９条の２第５項で定める額以上であるものにおいては、第２項の規定中「１００分

の９０」とあるのは、「１００分の７０」とする。ただし、令第２２条の２第７項

各号及び令第２９条の２第６項各号に規定する者については、適用しない。 

１５ 広域連合長が法第５０条第１項又は第６０条第１項の規定により、基準該当居

宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保

険者については、第２項中「１００分の９０」とあるのは「知多北部広域連合介護

保険条例施行規則（平成１２年知多北部広域連合規則第５号）第２条第３項に規定

する特例による給付割合」とする。 

１６ 広域連合長が法第５０条第２項又は第６０条第２項の規定により、基準該当居

宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保

険者については、第１３項中「１００分の８０」とあるのは「知多北部広域連合介

護保険条例施行規則第２条第３項に規定する特例による給付割合」とする。 

１７ 広域連合長が法第５０条第３項又は第６０条第３項の規定により、基準該当居

宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保

険者については、第１４項中「１００分の７０」とあるのは「知多北部広域連合介

護保険条例施行規則第２条第３項に規定する特例による給付割合」とする。 

１８ 法第６９条第１項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保

険者については、第２項中「１００分の９０」又は第１３項中「１００分の８０」

とあるのは「１００分の７０」とし、第１４項中「１００分の７０」とあるのは「１

００分の６０」とする。 

 （基準該当居宅介護支援等事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給） 

第３条 広域連合は、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援又は基準該当

介護予防支援の事業を行う者として広域連合長の登録を受けたもの（以下「基準該

当居宅介護支援等事業者」という。）から基準該当居宅介護支援等を受けた場合に、

法第４７条第１項第１号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第５９条第１項

第１号に係る特例介護予防サービス計画費（以下「特例居宅介護サービス計画費等」

という。）を支給する。 
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２ 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法

第４６条第２項又は第５８条第２項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費

用の額（その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるとき

は、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額とする。）とする。 

３ 第１項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行おうとする者（法人格を有

しない団体の代表者として当該事業を行おうとする場合にあっては、当該代表者）

の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所（以下「基準該当居宅介護支

援等事業所」という。）ごとに行う。 

４ 広域連合長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等、特例居宅介護サービ

ス計画費等代理受領申出書（様式第１号）を提出している基準該当居宅介護支援等

事業者は、当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受け

ることにつきあらかじめ広域連合長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第６６

条第１項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、

当該基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、

当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき

当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費

等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該

居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。 

５ 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介

護サービス計画費等の支給があったものとみなす。 

６ 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの

提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保

険者に対し、領収証を交付しなければならない。 

７ 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保

険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの

及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞ

れ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 

８ 基準該当居宅介護支援等事業者は特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、

法第４６条第２項又は第５８条第２項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介
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護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下

「居宅介護支援基準省令」という。）又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「介護予防支援基準省令」という。）

に規定する基準該当居宅支援等の事業の運営に関する基準（基準該当居宅支援等の

取扱いに関する部分に限る。）に照らして審査を受けるものとする。 

９ 広域連合は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する審査及び支払を

連合会に委託する。 

１０ 基準該当居宅介護支援等事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービ

ス計画費等の請求を行うものとする。 

１１ 基準該当居宅支援等事業者は、前項の請求に併せて、第４項に定める居宅要介

護等被保険者の委任を受けていることについて、介護保険特例居宅介護（介護予防）

サービス費等支給申請書（様式第２号）を広域連合長に提出するものとする。 

 （基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請等） 

第４条 第２条の規定に基づき訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録

を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書（様式第３号並びに付表

１－１及び付表１－２（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として

使用される事務所を有する場合に限る。））を広域連合長に提出しなければならな

い。 

⑴ 事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される

事務所を有するときは、当該事務所を含む。）の名称及び所在地 

⑵ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、

住所及び職名 

⑶ 当該申請に係る事業の開始予定年月日 

⑷ 事業所の平面図 

⑸ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、

生年月日、住所及び経歴 

⑹ 運営規程 

⑺ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 
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⑻ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

⑼ 申請者の登記事項証明書又は条例等 

⑽ その他登録に関し必要と認める事項 

２ 前項に規定する登録を受けた者は、前項第１号、第２号、第４号から第６号まで

及び第９号（当該登録に係る事業に関するものに限る。）に掲げる届出事項に変更

が生じたときは、変更の日から１０日以内に登録事項変更届出書（様式第４号）に

より、広域連合長に届け出なければならない。 

 （基準該当訪問入浴介護等事業者に係る登録の申請） 

第５条 第２条の規定に基づき訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護（以下「訪問

入浴介護等」という。）に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようと

する者は、次に掲げる事項を記載した申請書（様式第３号及び付表２）を広域連合

長に提出しなければならない。 

⑴ 事業所の名称及び所在地 

⑵ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、

住所及び職名 

⑶ 当該申請に係る事業の開始予定年月日 

⑷ 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要 

⑸ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

⑹ 運営規程 

⑺ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

⑻ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

⑼ 申請者の登記事項証明書又は条例等 

⑽ 居宅サービス基準省令第５８条により準用される同令第５１条の協力医療機関

の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 

⑾ その他登録に関し必要と認める事項 

２ 前項に規定する登録を受けた者は、前項第１号、第２号、第４号から第６号まで、

第９号（当該登録に係る事業に関するものに限る。）及び第１０号に掲げる届出事

項に変更が生じたときは、変更の日から１０日以内に登録事項変更届出書（様式第

４号）により、広域連合長に届け出なければならない。 
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 （基準該当通所介護事業者に係る登録の申請） 

第６条 第２条の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録

を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書（様式第３号並びに付表

３－１及び付表３－２（当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一

部を行う施設を有する場合に限る。））を広域連合長に提出しなければならない。 

⑴ 事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施

設を有するときは、当該施設を含む。）の名称及び所在地 

⑵ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、

住所及び職名 

⑶ 当該申請に係る事業の開始予定年月日 

⑷ 事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施

設を有するときは、当該施設も含む。）の平面図及び設備の概要 

⑸ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

⑹ 運営規程 

⑺ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

⑻ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

⑼ 申請者の登記事項証明書又は条例等 

⑽ その他登録に関し必要と認める事項 

２ 前項に規定する登録を受けた者は、前項第１号、第２号、第４号から第６号まで

及び第９号（当該登録に係る事業に関するものに限る。）に掲げる届出事項に変更

が生じたときは、変更の日から１０日以内に登録事項変更届出書（様式第４号）に

より、広域連合長に届け出なければならない。 

（基準該当短期入所生活介護等事業者に係る登録の申請） 

第７条 第２条の規定に基づき短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護（以

下「短期入所生活介護等」という。）に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録

を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書（様式第３号及び付表４）

を広域連合長に提出しなければならない。 

⑴ 事業所の名称及び所在地 

⑵ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、
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住所及び職名 

⑶ 当該申請に係る事業の開始予定年月日 

⑷ 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第１２１条第２項の規定の適用を

受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第４項に規定する併設事業

所（次号において「併設事業所」という。）において行う場合にあっては、その

旨 

⑸ 建物の構造概要及び平面図（当該申請に係る事業を併設事務所において行う場

合にあっては、居宅サービス基準省令第１２４条第３項に規定する併設本体施設

の平面図を含む。）並びに設備の概要 

⑹ 当該申請に係る事業を居宅サービス基準省令第１２１条第２項の規定の適用を

受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者

の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係

る事業の開始時の利用者の推定数 

⑺ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

⑻ 運営規程 

⑼ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

⑽ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

⑾ 申請者の登記事項証明書又は条例等 

⑿ 居宅サービス基準省令第１３６条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当

該医療機関との契約の内容 

⒀ その他登録に関し必要と認める事項 

２ 前項に規定する登録を受けた者は、前項第１号、第２号、第５号から第８号まで、

第１１号（当該登録に係る事業に関するものに限る。）及び第１２号に掲げる届出

事項に変更が生じたときは、変更の日から１０日以内に登録事項変更届出書（様式

第４号）により、広域連合長に届け出なければならない。 

 （基準該当福祉用具貸与等事業者に係る登録の申請） 

第８条 第２条の規定に基づき福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与（以下「福祉

用具貸与等」という。）に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようと

する者は、次に掲げる事項を記載した申請書（様式第３号及び付表５）を広域連合
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長に提出しなければならない。 

⑴ 事業所の名称及び所在地 

⑵ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、

住所及び職名 

⑶ 当該申請に係る事業の開始予定年月日 

⑷ 事業所の平面図及び設備の概要 

⑸ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

⑹ 法第８条第１２項又は第８条の２第１２項に規定する福祉用具の保管及び消毒

の方法（居宅サービス基準省令第２０６条の規定により準用される同令第２０３

条第３項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場

合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託

等に関する契約の内容） 

⑺ 運営規程 

⑻ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

⑼ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

⑽ 申請者の登記事項証明書又は条例等 

⑾ その他登録に関し必要と認める事項 

２ 前項に規定する登録を受けた者は、前項第１号、第２号、第４号から第７号まで

及び第１０号（当該登録に係る事業に関するものに限る。）に掲げる届出事項に変

更が生じたときは、変更の日から１０日以内に登録事項変更届出書（様式第４号）

により、広域連合長に届け出なければならない。 

（基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録の申請） 

第９条 第３条の規定に基づき基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとす

る者は、次に掲げる事項を記載した申請書（様式第３号並びに付表６及び付表６（別

紙））を広域連合長に提出しなければならない。 

⑴ 事業所の名称及び所在地 

⑵ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、

住所及び職名 

⑶ 当該申請に係る事業の開始予定年月日 
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⑷ 事業所の平面図 

⑸ 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 

⑹ 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数 

⑺ 運営規程 

⑻ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

⑼ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

⑽ 申請者の登記事項証明書又は条例等 

⑾ 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容 

⑿ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

⒀ その他登録に関し必要と認める事項 

２ 前項に規定する登録を受けた者は、前項第１号、第２号、第４号、第５号、第７

号、第１０号（当該登録に係る事業に関するものに限る。）及び第１２号に掲げる

届出事項に変更が生じたときは、変更の日から１０日以内に登録事項変更届出書（様

式第４号）により、広域連合長に届け出なければならない。 

 （登録の通知等） 

第１０条 広域連合長は、第４条から第９条までに規定する登録の申請（以下「登録

の申請」という。）があった場合は、登録の適否を審査し、登録をすることを決定

したときは登録通知書（様式第５号）により、登録を行わない場合にあっては不登

録通知書（様式第６号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

２ 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業者（以下「基準

該当サービス等事業者」という。）の登録を受けた者は、その旨を当該登録に係る

事業所の見やすい場所に標示するものとする。 

（再開等の届出） 

第１１条 基準該当サービス等事業者は、休止した事業を再開したときは、再開の日

から１０日以内に再開届出書（様式第７号）により、広域連合長に届け出なければ

ならない。 

２ 基準該当サービス等事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃

止し、又は休止しようとする日の１月前までに廃止・休止届出書（様式第８号）に

より、広域連合長に届け出なければならない。 
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 （報告等） 

第１２条 広域連合長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画

費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス等事業者又は基

準該当サービス等事業者であった者若しくは基準該当サービス等事業所の従業者で

あった者（以下この項において「基準該当サービス等事業者であった者等」という。）

に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス等事業者

であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しく

は基準該当サービス等事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることがで

きる。 

２ 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を

示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければな

らない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

 （基準該当居宅サービス等事業者の登録の取消し等） 

第１３条 基準該当居宅サービス等事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合に

は、第２条の登録を取り消されることがあるものとする。 

⑴ 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若し

くは技能又は人員について、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基

準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は確保すべ

き員数を満たすことができなくなったとき。 

⑵ 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準省令又は介護予防サービ

ス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基

準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくな

ったとき。 

⑶ 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。 

⑷ 基準該当居宅サービス等事業者が前条第１項の規定により報告又は帳簿書類の

提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

⑸ 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者が
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前条第１項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問

に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス等事業所の従業者

がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サ

ービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

⑹ 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第２条に規定する登録を

受けたとき。 

２ 広域連合長は、前項の規定により登録を取り消し、又は期間を定めてその登録した

事業者の登録の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、登録取消・停止通知書（様

式第９号）により、当該事業者へ通知するものとする。 

 （基準該当居宅介護支援等事業者の登録の取消し等） 

第１４条 基準該当居宅介護支援等事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合に

は、第３条の登録を取り消されることがあるものとする。 

⑴ 基準該当居宅介護支援等事業者が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援

専門員の人員について、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定

する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくな

ったとき。 

⑵ 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基

準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適

正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。 

⑶ 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。 

⑷ 基準該当居宅介護支援等事業者が、第１２条第１項の規定により報告又は帳簿

書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

⑸ 基準該当居宅介護支援等事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、第１２

条第１項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に

対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行

為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当居宅介護支援等事業

者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 
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⑹ 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第３条の登録を受けたと

き。 

２ 広域連合長は、前項の規定により登録を取り消し、又は期間を定めてその登録し

た事業者の登録の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、登録取消・停止通知

書（様式第９号）により、当該事業者へ通知するものとする。 

（県等への情報提供） 

第１５条 広域連合長は、第２条から前条までの規定による登録の申請等に係る決定、

変更等の届出の受理、登録の取消し等（以下「処分等」という。）をしたときは、

県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該処分等に係る事業者に関

する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。 

⑴ 事業所の名称及び所在地 

⑵ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、

住所及び職名 

⑶ 登録年月日 

⑷ 変更、廃止、休止又は再開の年月日 

⑸ 事業開始年月日 

⑹ 利用定員、登録定員、入居定員又は入所定員 

⑺ 運営規程 

⑻ 基準該当事業所番号 

⑼ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

⑽ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

⑾ その他広域連合長が必要と認める事項 

 （委任） 

第１６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第５号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。  

附 則（平成２７年規則第７号） 
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 この規則は、平成２８年１月１日から施行する。  

附 則（平成２９年規則第３号） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

２ この規則の施行の日前に改正前の知多北部広域連合基準該当居宅サービス等事業

者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則の規定により提出されて

いる申請書は、改正後の知多北部広域連合基準該当居宅サービス等事業者及び基準

該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則の規定により提出された申請書とみ

なす。 

附 則（平成３０年規則第４号） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に改正前の知多北部広域連合基準該当居宅サービス等事業

者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則の規定により提出されて

いる申請書は、改正後の知多北部広域連合基準該当居宅サービス等事業者及び基準

該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則の規定により提出された申請書とみ

なす。 

附 則（平成３０年規則第８号） 

 この規則は、平成３０年８月１日から施行する。 

附 則（平成３１年規則第１号） 

１ この規則は、平成３１年３月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に改正前の知多北部広域連合基準該当居宅サービス等事業

者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則の規定により提出されて

いる申請書及び届出書は、改正後の知多北部広域連合基準該当居宅サービス等事業

者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録に関する規則の規定により提出された

申請書及び届出書とみなす。 

附 則（令和３年規則第５号） 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 



様式第１号（第２条、第３条関係） 

                                                        

            特例居宅介護サービス費等 

特例居宅介護サービス計画費等 代理受領申出書 

             

年  月  日  

 

（宛先）知多北部広域連合長  

 

                                   所 在 地 

事業者 名 称                      

代表者職・氏名             

 

次のとおり代理受領について申し出ます。 

 

代 表 者 

職  名 
 

フリガナ  

氏  名  

事 業 所 

フリガナ  

名  称  

所 在 地 
 

電話番号 
 

基準該当事業所番号           

代理受領の取扱いを 

受けようとする期間 

１年間。ただし、期間満了１月前までに特段の

意思表示がない場合には、期間満了の日の翌日

から起算して、更に１年間更新するものとす

る。 

   



〒　　　　－ 電話番号（　　　　）　　　－

電話番号（　　　）　　－

被保険者との続柄（　　　　　　　）

銀行 本店

信用金庫 支店

農協 出張所

　保険料を完納されていない方で、支払方法の変更により償還払い給付となっている方は、
受領委任による給付はできません。　　

保険者記入欄

　
　

（事業者名）

〒　　　－ 電話番号（　　　　）　　　－

振

込

口

座

口座番号

フリガナ

口座名義人

１ 普通

２ 当座

個 人 番 号

氏　名

住　所

申請者

介護保険特例居宅介護（介護予防）サービス費等支給申請書

フ リ ガ ナ
被 保 険 者 番 号

（受領委任用）

円

性　別 男　　・　　女

（宛先）知多北部広域連合長  

費 用 額 合 計

　　　　　　　　年　　　月　　　日

被保険者氏名

住      所

生 年 月 日

滞 納 保 険 料

有 ・ 無

保険料納付状況
未 納 保 険 料

備　　　　考

注意事項

有 ・ 無

店舗コード

種　　目

受取人の氏名
及び事業者名

受取人の住所

金融機関コード

支給を申請します。

様式第２号（第２条、第３条関係）

また、上記請求に基づく給付金の受領方を下記の者に委任します。

        年      月       日

上記の特例居宅介護（介護予防）サービス費、特例居宅介護（介護予防）サービス計画費の

（        年      月分）

うち被保険者負担分

円



様式第３号（第４条－第９条関係）

  

  
    　 　年　　月　　日

(宛先)知多北部広域連合長　

所　　在　　地
申請者 名　　　　　称

代表者職・氏名

　基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録を受けたいので、関係書類

を添えて申請します。

　(〒　　　　－　　　　　　）
　

生年月日

　(〒　　　　－　　　　　　）
　 　

　 　

　(〒　　　　－　　　　　　）

  （既に登録を受けている場合）

  （既に指定を受けている場合）

氏 　 名

福 祉 用 具 貸 与

介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与

基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援等事業者登録申請書

申

請

者

フ リ ガ ナ

名 称

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

ＦＡＸ番号

法 人 の 種 別 法人所轄庁

代表者の職名・
氏名・生年月日

職名

連 絡 先
メールアドレス

既に指定を受けている事業

医 療 機 関 コ ー ド 等

登録を受けている他市町村名

介 護 保 険 事 業 所 番 号

代 表 者 の 住 所

基 準 該 当 事 業 所 番 号

付表５

付表６

事

業

所

名 称

所 在 地

付表１

付表２

既に基準該当サー ビス 事業
の登録を受けてい る事 業の
開 始 年 月 日

登録申請をする事業の
開 始 予 定 年 月 日

介護予防短期入所生活介護

居 宅 介 護 支 援

電話番号

様 式

フ リ ガ ナ

登録を受けようと
する事業の種類

介 護 予 防 支 援

実施

事業
同 一 所 在 地 に お い て
行 う 事 業 の 種 類

訪 問 介 護

訪 問 入 浴 介 護

介 護 予 防 訪 問 入 浴 介 護

通 所 介 護

短 期 入 所 生 活 介 護

付表３

付表４

フリガナ



    備考 

      １　「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」、「医療法人」、「社

　　　　団法人」、「財団法人」、「株式会社」、「有限会社」等の別を記入してください。

      ２　「法人所轄庁」欄は、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記入してくだ

さい。

　    ３　「実施事業」欄は、今回申請をするものに「○」を記入してください。

    　４　「登録申請をする事業の開始予定年月日」欄は、事業の開始予定年月日を記入してください。

　 　 ５　「既に基準該当サービス事業の登録を受けている事業の開始年月日」欄は、当該市町村等に

　　　　おいて基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業者として登録を受けた

　　　　年月日を記入してください。

　 　 ６　「基準該当事業所番号」欄については、知多北部広域連合又は他の市町村等において既に事

　　　　業者としての登録を受け、番号が付番されている場合には、そのコードを記入してください。

　　　　複数のコードを有する場合には、適宜様式を補正して、そのすべてを記入してください。

　　  ７　「登録を受けている他市町村名」欄については、既に基準該当居宅サービス等事業者又は基

　　　　準該当居宅介護支援等事業者として登録を受けている市町村等の名称を記入してください。

　    ８　指定事業者として既に介護保険事業所番号が付番されている場合には、そのコードを「介護

　　 　 保険事業所番号」欄に記入してください。複数のコードを有する場合には、適宜様式を補正し

　　　　て、そのすべてを記入してください。

　    ９　 ｢既に指定を受けている事業」欄については、指定事業者として指定を受け（みなしによる

　　  　指定を含む。）、実施している事業の種類について記入してください。

  　  10　保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションとして既に医療機関コード等が付番され

　    　ている場合には､そのコードを「医療機関コード等」欄に記入してください。複数のコードを

　    　有する場合には、適宜様式を補正して、そのすべてを記入してください。



　(〒　　　　－　　　　　　）

電話番号

　

　(〒　　　　－　　　　　　）

　(〒　　　－　　　　　）

　(〒　　　－　　　　　）

　別添のとおり

フ リ ガ ナ

又は施設の従業者との兼務 兼 務 す る 職 種

同 一 敷 地 内 の 他 の 事 業 所

付表１－１　基準該当訪問介護事業者の登録に係る記載事項

受付番号

フリガナ

名　　称

所 在 地

ＦＡＸ番号

名 称

生年月日

住 所

フリガナ
生年
月日

生年
月日

訪 問 介 護 員 等 と の 兼 務 の 有 無

（兼務の場合記入） 及び勤務時間等

責　任　者

氏   名

氏   名サービス提供

フリガナ

兼 務

有　・　無

訪　問　介　護　員　等

住所

住所

添 付 書 類

連 絡 先
メ ー ル ア ド レ ス

事

業

所

管

理

者

従 業 者 の 職 種 ・ 員 数 専 従

基準上の必要人数（人）

適 合 の 可 否

営 業 日

そ の 他 の 費 用

主

な

掲

示

事

項

営 業 時 間

利 用 料

通 常 の 事 業 実 施 地 域

氏 名



　　　備考

　　　　１　「受付番号」、「基準上の必要人数」及び「適合の可否」欄には、記入しないでください。

　　　　２　記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別様に記入した書類を添付してく

ださい。

　　　　３　「主な掲示事項」については、本欄の記入を省略し、別添資料として添付して差し支えあり

ません。

　　　　４　出張所等がある場合、所在地、営業時間等を別様にして記入してください。また、従業者に

　　　　  ついては、本様式に出張所に勤務する職員も含めて記入してください。

　　　　５  当該基準該当居宅サービス等以外のサービスを実施する場合には､当該基準該当居宅サービ

　　　　  ス等部分とそれ以外のサービス部分の料金の状況が分かるような料金表を提出してください｡

　　　　６　次の書類を添付してください。

　　　　　⑴　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

　　　　　⑵　サービス提供責任者の経歴

　　　　　⑶　平面図

　　　　　⑷　運営規程

　　　　　⑸　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

　　　　　⑹　登記事項証明書又は条例等

　　　　　⑺　損害賠償責任保険の加入証明書の写し



付表１-２　基準該当訪問介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項

（〒　　　　　－　　　　　）

別添のとおり

備考

　１　「受付番号」欄は記入しないでください。

　２　記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別様に記入した書類を添付

　　してください。

　３　「主な掲示事項」については、本欄の記入を省略し、別添資料として添付して差し支

　　えありません。　　

添　付　書　類

主

な

掲

示

事

項

営 業 日

営 業 時 間

利 用 料

そ の 他 の 費 用

通常の事業実施地域

事
　
　
　
業
　
　
　
所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

連 絡 先

メ ー ル ア ド レ ス

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

電 話 番 号

受付番号



（〒　　　　　－　　　　　）

（〒　　　　　－　　　　　）

当該訪問入浴介護等事業所で兼務する他の職種（兼務の場合記入）

　

　別添のとおり

主 な 診 療 科 名

主 な 診 療 科 名

主 な 診 療 科 名

添 付 書 類

協
力
医
療
機
関

名 称

名 称

名 称

主

な

掲

示

事

項

営 業 日

営 業 時 間

利 用 料

そ の 他 の 費 用

通常の事業実施地域

介 護 職 員

常 勤 ( 人 )

基準上の必要人数(人)

適 合 の 可 否

非 常 勤 ( 人 )

従 業 者 の 職 種 ・ 員 数 看 護 職 員

住 所

名 称

事 業 所 又 は 施 設 の
兼 務 す る 職 種

従 業 者 と の 兼 務

及 び 勤 務 時 間 等
（兼務の場合記入）

ＦＡＸ番号

生年月日

電 話 番 号
連 絡 先

メ ー ル ア ド レ ス

付表２　基準該当訪問入浴介護等事業者の登録に係る記載事項

受付番号

事

業

所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

管

理

者

フ リ ガ ナ

氏 名

同 一 敷 地 内 の 他 の



　備考

　　１　「受付番号」、「基準上の必要人数」及び「適合の可否」欄は、記入しないでください。

    ２　記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別様に記入した書類を添付してく

　　　ださい。

    ３　「主な掲示事項」については、本欄の記入を省略し、別添資料として添付して差し支えあり

　　　ません。

    ４  当該基準該当居宅サービス等以外のサービスを実施する場合には､当該基準該当居宅サービ

　　　ス等部分とそれ以外のサービス部分の料金の状況が分かるような料金表を提出してください｡

    ５　次の書類を添付してください。

　⑴　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

　⑵　平面図

　⑶　設備・備品等一覧表

　⑷　運営規程

　⑸　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

　⑹　登記事項証明書又は条例等

　⑺　協力医療機関との契約の内容

　⑻　損害賠償責任保険の加入証明書の写し



（〒　　　　　－　　　　　）

（〒　　　　　－　　　　　）

当該通所介護事業所で兼務する他の職種（兼務の場合記入）

　

　 　 　 　 　 　

　 ㎡ ㎡ 以上

  単位ごとの営業日

  単位ごとのサービス提供時間（送迎時間を除く）

① ： ～ ：

② ： ～ ：

③ ： ～ ：

人（単位ごとの定員　①　　　　人、②　　　人、③　　　人）

　別添のとおり

氏　名

同 一 敷 地 内 の 他 の 事 業 所

添　付　書　類

主

な

掲

示

事

項

営 業 日

営 業 時 間

利 用 定 員

利 用 料

そ の 他 の 費 用

通常の事業実施地域

適 合 の 可 否

従 業 者 の 職 種 ・ 員 数  生活相談員 看護職員 介護職員 機能訓練指導員

常　　        　勤　(人)

非    　常    　勤　(人)

基 準 上 の 必 要 人 数 ( 人 )

適 合 の 可 否

食事を行う場所及び機能訓練を行う場所の合計面積 基準上の必要数値

名称

又 は 施 設 の 従 業 者 と の 兼 務 兼 務 する 職種

（ 兼 務 の 場 合 記 入 ） 及び勤務時間等

フリガナ

住　所

付表３－１　基準該当通所介護事業者の登録に係る記載事項

受付番号

事

業

所

フリガナ

名　称

所在地

電話番号

連絡先

メールアドレス

ＦＡＸ番号

生年月日

管

理

者



備考

  １　「受付番号」、「基準上の必要人数」、「基準上の必要数値」及び「適合の可否」欄は記入

     しないでください。

  ２  記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別様に記入した書類を添付してく

    ださい。

  ３　「主な掲示事項」については、本欄の記入を省略し、別添資料として添付して差し支えあり

    ません。

  ４  機能訓練指導員については、生活相談員又は看護職員若しくは介護職員と兼務しない場合に

    のみ記入してください。

  ５  従業者の員数については、総数を記入してください。出張所等がある場合については、当該

    出張所に従事する従業者の員数との合計数を記入してください。

  ６  当該基準該当居宅サービス等以外のサービスを実施する場合には､当該基準該当居宅サービ

    ス等部分とそれ以外のサービス部分の料金の状況が分かるような料金表を提出してください｡

  ７　次の書類を添付してください。

　　⑴　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

　　⑵　平面図

　　⑶　設備・備品等一覧表

　　⑷　運営規程

　　⑸　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

　　⑹　サービス提供実施単位一覧表

　　⑺　登記事項証明書又は条例等

　　⑻　損害賠償責任保険の加入証明書の写し



付表３－２ 基準該当通所介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項

（〒　　　　　－　　　　　）

ＦＡＸ番号

　 ㎡ ㎡ 以上

  単位ごとの営業日

  単位ごとのサービス提供時間（送迎時間を除く）

① ： ～ ：

② ： ～ ：

③ ： ～ ：

人（単位ごとの定員　①　　　　人、②　　　人、③　　　人）

　平面図

備考　

　１　「受付番号」、「基準上の必要数値」及び「適合の可否」欄は記入しないでください。

　２　記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別様に記入した書類を添付してく

    ださい。

　３　一つのローテーションにおいて、事業所を複数有するときは、適宜欄を設けて記入するか又

　　は別様に記入した書類を添付してください。

基準上の必要数値 適 合 の 可 否

掲

示

事

項

営 業 日

営 業 時 間

利 用 定 員

事

業

所

フリガナ

名　称

所在地

添　付　書　類

食事を行う場所及び機能訓練を行う場所の合計面積

電話番号
連絡先

メールアドレス

受付番号



（〒　　　　　－　　　　　）

（〒　　　　　－　　　　　）

当該短期入所生活介護等事業所で兼務する他の職種（兼務の場合記入）

　 １日当たりの利用者の推定数 人 通所介護事業所等の種類・名称

人

㎡

ｍ

ｍ

㎡

　別添のとおり添 付 書 類

耐 火 建 築 物 、 準 耐 火 建 築 物 の 別

主

な

掲

示

事

項

利 用 定 員

利 用 料

その他の 費用

通常の送 迎の
実 施 地 域

協力医療 機関

名　称 主な診療科名

名　称 主な診療科名

名　称 主な診療科名

名　称 主な診療科名

食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 の 合 計 面 積 ㎡以上

基準上の必要数値 適合の可否

居
室

１ 室 当 た り の 最 大 定 員 人以上
利用者一人当たり の最 小床 面積 ㎡以上

設 備 基 準 上 の 数 値 記 載 項 目 等

廊
下

片 廊 下 の 幅 ｍ以上
中 廊 下 の 幅 ｍ以上

基準上の必要人数（人）

常　　　勤　（人）

非　常　勤　（人）

基準上の必要人数（人）

適　合　の　可　否

適　合　の　可　否

機能訓練指導員 調理師等
栄養士を配置していない場合の措置

専従 兼務 専従 兼務

兼務 専従 兼務

常　　　勤　（人）

非　常　勤　（人）

常勤換算後の員数（人）

専従 兼務
従 業 者 の 職 種 ・ 員 数

医　師 生活相談員 介護職員 看護職員 栄養士
専従 兼務 専従 兼務 専従

同 一 敷 地 内 の 他 の
事 業 所 又 は 施 設 の
従 業 者 と の 兼 務
（ 兼 務 の 場 合 記 入 ）

名 称

兼 務 す る 職 種

及 び 勤 務 時 間 等

住 所

生年月日

付表４　基準該当短期入所生活介護等事業者の登録に係る記載事項

受付番号

事

業

所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

電 話 番 号 ＦＡＸ番号
連 絡 先

メ ー ル ア ド レ ス

管

理

者

フ リ ガ ナ

氏 名



　備考

１　「受付番号」、「基準上の必要人数」、「適合の可否」及び「基準上の必要数値」欄は

　記入しないでください。

２　記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別様に記入した書類を添付し

　てください。　

３　「主な掲示事項」については、本欄の記入を省略し、別添資料として添付して差し支え

　ありません。

４　当該基準該当居宅サービス等以外のサービスを実施する場合には、当該基準該当居宅サ

　ービス等部分とそれ以外のサービス部分の料金の状況が分かるような料金表を提出してく

　ださい。

５　次の書類を添付してください。

　⑴　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

　⑵　平面図

　⑶　設備・備品等一覧表

　⑷　運営規程

　⑸　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

　⑹　サービス提供実施単位一覧表

　⑺　登記事項証明書又は条例等

　⑻　協力医療機関との契約の内容

　⑼　損害賠償責任保険の加入証明書の写し



（〒　　　　　－　　　　　）

（〒　　　　　－　　　　　）

当該福祉用具貸与等事業所で兼務する他の職種（兼務の場合記入）

　

　別添のとおり添 付 書 類

主

な

掲

示

事

項

営 業 日

営 業 時 間

取 り 扱 う 種 目

利 用 料

そ の 他 の 費 用

通常の事業実施地域

非 常 勤 ( 人 )

常勤換算後の人数（人）

常 勤 ( 人 )

基準上の必要人数(人)

適 合 の 可 否

同 一 敷 地 内 の 他 の

従 業 者 の 職 種 ・ 員 数

住 所

名 称

事 業 所 又 は 施 設 の
兼 務 す る 職 種

従 業 者 と の 兼 務

及 び 勤 務 時 間 等
（兼務の場合記入）

専　　門　　相　　談　　員

専　　　従 兼　　　務

ＦＡＸ番号

生年月日

電 話 番 号
連 絡 先

メ ー ル ア ド レ ス

付表５　基準該当福祉用具貸与等事業者の登録に係る記載事項

受付番号

事

業

所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

管

理

者

フ リ ガ ナ

氏 名



備考

  １　「受付番号」、「基準上の必要人数」及び「適合の可否」欄は、記入しないでください。

  ２　記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別様に記入した書類を添付してく

  　ださい。

  ３　「主な掲示事項」については、本欄の記入を省略し、別添資料として添付して差し支えあり

  　ません。

  ４  専門相談員のうち、都道府県知事が同等以上の講習を受けたと認める者に当たる者がいる場

  　合には、当該者については､「講習会のカリキュラムと修了を証する書類の写し」を添付してく

  　ださい。

  ５  当該基準該当居宅サービス等以外のサービスを実施する場合には､当該基準該当居宅サービ

  　ス等部分とそれ以外のサービス部分の料金の状況が分かるような料金表を提出してください｡

  ６　次の書類を添付してください。

　　⑴　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

　　⑵　平面図

　　⑶　設備・備品等一覧表

　　⑷　運営規程

　　⑸　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

　　⑹　登記事項証明書又は条例等

　　⑺　福祉用具の保管及び消毒の方法（他に委託する場合はその状況）

　　⑻　損害賠償責任保険の加入証明書の写し



付表６　基準該当居宅介護支援等事業者の登録に係る記載事項

（〒　　　　　－　　　　　）

（〒　　　　　－　　　　　）

当該居宅介護支援等事業所における介護支援専門員との兼務の有無

人

　

　別添のとおり添 付 書 類

常 勤 ( 人 )

非 常 勤 ( 人 )

主

な

掲

示

事

項

営 業 日

営 業 時 間

利 用 料

そ の 他 の 費 用

通常の事業実施地域

同 一 敷 地 内 の 名 称

他 の 事 業 所 の
兼 務 す る 職 種

従 業 者 と の 兼 務

及 び 勤 務 時 間 等

受付番号

事

業

所

フ リ ガ ナ

名 称

所 在 地

（兼務の場合記入）

事業開始時の利用者の予定

数

従 業 者 の 員 数 （ 人 ）
介　護　支　援　専　門　員

専　　　従 兼　　　務

管

理

者

フ リ ガ ナ

氏 名

有　・　無

ＦＡＸ番号

住 所

生年月日

連 絡 先
電 話 番 号

メ ー ル ア ド レ ス



備考

  １　「受付番号」欄は記入しないでください。

  ２　記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか又は別様に記入した書類を添付してく

    ださい。

  ３　「主な掲示事項」については、本欄の記入を省略し、別添資料として添付して差し支えあり

    ません。

  ４  当該基準該当居宅介護支援等以外のサービスを実施する場合には､当該基準該当居宅介護支

    援等のサービス部分とそれ以外のサービス部分の料金の状況が分かるような料金表を提出して

    ください｡

　　⑴　従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

　　⑵　管理者の経歴

　　⑶　平面図

　　⑷　運営規程

　　⑸　利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

　　⑹　登記事項証明書又は条例等

　　⑺　関係市町並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容

　　⑻　損害賠償責任保険の加入証明書の写し

  ５　次の書類を添付してください。



付表６（別紙）

当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧

備考

　１  「職種」欄には、医師、看護師、保健師等の職種名を記入してください。

　２　「常勤」、「非常勤」、「専従」及び「兼務」欄には、該当する部分に○を付してください。

　３  「兼務の場合の兼務する職種」欄には、他の事業所の従業者と兼務をしている場合、当該事業所での

　　職種名（介護職員、生活相談員等）を記入してください。

        

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

兼 務 の 場 合 の
兼 務 す る 職 種

兼 務
氏      名

 フ リ ガ ナ

職 種 常 勤 非常勤 専  従
介護支援専門員番号
（修了証明書交付元）



様式第４号（第４条－第９条関係） 
 

 
登録事項変更届出書 

 

   年   月   日 

 

（宛先）知 多 北 部 広 域 連 合 長 
 

所 在 地 

事 業 者 名 称  

代表者職・氏名 

 

次のとおり登録を受けた内容を変更しましたので届け出ます。 

 

基準該当事業所番号           

登録内容を変更した事業所 
名 称 

所在地 

事 業 の 種 類  

変更があった事項 変 更 の 内 容 

１ 事業所の名称 （変更前） 

２ 事業所の所在地 

３ 事業者の名称 

４ 主たる事務所の所在地 

５ 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

６ 事業所の建物の構造、専用区画等 

７ 備品（訪問入浴介護等事業に限る。） 

８ 
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴（経
歴は居宅介護支援等事業に限る。） 

９ 
サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
（訪問介護事業に限る。） 

（変更後） 

１０ 利用定員、登録定員、入居定員又は入所定員 

１１ 運営規程 

１２ 
協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関（訪問入浴
介護等事業及び短期入所生活介護等事業に限る。） 

１３ 
福祉用具の保管・消毒方法 
委託している場合にあっては、委託先の状況（福祉用
具貸与等事業に限る。） 

１４ 
登記事項証明書又は条例等（当該事業に関するものに
限る。） 

１５ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

１６ その他 

変 更 年 月 日   年   月   日 

備考 

 １ 該当項目番号に〇を付してください。 

２ 変更内容が分かる書類を添付してください。 



様式第５号（第１０条関係） 

 

登 録 通 知 書 

 

第     号    

年  月  日    

 様 

知多北部広域連合長     印             

 

下記のとおり基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援等事業者と

して登録したので通知します。 

記 

１ 事業者の名称等 

⑴ 事業者の名称       

⑵ 代表者の職・氏名 

２ 事業所の名称等  

⑴ 事業所の名称          

⑵ 事業所の所在地 

⑶ 基準該当事業所番号 

⑷ 事業の種類 

３ 登録年月日 

 

問合せ先 

 知多北部広域連合 

  住所 

 電話番号 

不服の申立て 

１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３箇月以内に知多北部広域連合長に対して審査請求をすることができ

ます。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内に知多北部広域連合を被告として（訴訟において知多北部広域連合

を代表する者は、知多北部広域連合長となります。）、処分の取消しの訴えを

提起することができます。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審

査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 



様式第６号（第１０条関係） 

 

不 登 録 通 知 書 

 

第     号    

年  月  日    

 様 

知多北部広域連合長     印             

 

年  月  日付けでありました基準該当居宅サービス等事業者・基準該

当居宅介護支援等事業者の登録申請につきましては、下記のとおり登録をしないこと

に決定しましたので、通知します。 

記 

１ 申請者の名称等 

⑴ 申請者の名称       

⑵ 代表者の職・氏名 

２ 事業所の名称等  

⑴ 事業所の名称          

⑵ 事業所の所在地  

⑶ 事業の種類 

３ 不登録の理由 

 

問合せ先 

 知多北部広域連合 

  住所 

 電話番号 

不服の申立て 

１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３箇月以内に知多北部広域連合長に対して審査請求をすることができ

ます。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内に知多北部広域連合を被告として（訴訟において知多北部広域連合

を代表する者は、知多北部広域連合長となります。）、処分の取消しの訴えを

提起することができます。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審

査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます。 
 



 

 

様式第７号（第１１条関係） 
 

再 開 届 出 書 

 

  年   月   日 
（宛先）知多北部広域連合長 

 
所 在 地 

 

事 業 者 名 称  
 

代表者職・氏名 
 

次のとおり休止していた事業を再開しましたので届け出ます。 

 

基準該当事業所番号           

事  業  の  種  類  

再開した事業所 

名 称  

所在地  

再 開 し た 年 月 日        年   月   日 

備考 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付してくだ

さい。 



 

 

様式第８号（第１１条関係） 
 

廃止・休止届出書 

 

   年   月   日 
（宛先）知多北部広域連合長 

 
                             
所 在 地 

 

事 業 者 名 称  
 

代表者職・氏名 
 

次のとおり事業の廃止・休止をするので届け出ます。 

 

基準該当事業所番号           

事 業 の 種 類  

廃止又は休止を 

す る 事 業 所 

名   称  

所 在 地  

廃止又は休止をする年月日     年   月   日 

廃止 又は休止をする理 由 

 

現にサービス又は支援を受けて 

いる者に対する措置 

 

休 止 予 定 期 間 休止日 ～   年  月  日 

 



様式第９号（第１３条、第１４条関係） 

 

登 録 取 消 ・ 停 止 通 知 書 

 

第     号    

年  月  日    

 様 

知多北部広域連合長     印             

 

下記のとおり基準該当居宅サービス等事業者・基準該当居宅介護支援等事業者の

登録を取消・停止しましたので、通知します。 

記 

１ 事業者の名称等 

⑴ 事業者の名称       

⑵ 代表者の職・氏名 

２ 事業所の名称等  

⑴ 事業所の名称          

⑵ 事業所の所在地  

⑶ 事業の種類 

３ 取消・停止の理由  

４ 取消年月日 

５ 停止の期間 

 

問合せ先 

 知多北部広域連合 

  住所 

 電話番号 

不服の申立て 

１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して３箇月以内に知多北部広域連合長に対して審査請求をすることができ

ます。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内に知多北部広域連合を被告として（訴訟において知多北部広域連合

を代表する者は、知多北部広域連合長となります。）、処分の取消しの訴えを

提起することができます。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審

査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 


